
令和６年度福祉有償運送事業実績について

【社会福祉法人与謝野町社会福祉協議会】

福祉有償運送に係る基本的事項

１ 福祉有償運送の必要性

身体的理由等により公共交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者や

障がい者を対象に医療機関への通院等の利便を図ることを目的に実施する事

業です。少子高齢化の進展により、対象者が抱える困りごとの中で移動手段の

確保が上位を占める中、年々利用回数等も増加傾向にあり、本事業の対象者で

ある要介護・要支援者、障害をお持ちの方々には欠くことができない事業とな

っています。

２ 対象者

与謝野町社会福祉協議会の通院移送サービス事業に登録された次に掲げる者

及びその付添人

・介護保険法における要介護者及び要支援者

・身体障害者福祉法における身体障害者福祉手帳の交付を受けている者

（視覚障害１級又は２級、下肢障害１級又は２級、

上肢１級又は２級で下肢３級、体幹１級）

・概ね６５歳以上で肢体不自由・内部障害（人工透析を含む）

・精神障害者・知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独

では公共交通機関を利用することが困難な者

３ 運送区域

与謝野町内を発着とする与謝野町内・宮津市内・京丹後市内

４ 事業所及び使用車両

加悦、岩滝、野田川の３か所の社協支所に事業所を置き、リフトや回転シー

ト等を備えた車両８台（うち軽自動車７台）を使用

＊別紙「事務所と配車状況」参照

５ 登録者・利用者数

令和７年３月末現在

登録者：２６０人 延べ利用者 ２，０６７人

利用回数３，８４８回（片道）、月最多利用回数者 ３８回（片道）

＊別紙「登録会員の状況」、「令和６年度福祉有償運送事業実績報告書」

資料３



移送サービス料金表

□ 移送の内容

自宅と医療機関のみの送迎

□ 移送の範囲

原則として、自宅を発着とする与謝野町内・宮津市内・京丹後市内

□ 料金の算定基礎

４キロメートルまでを片道６００円とし、４キロメートル以上は２

キロメートルを超えるごとに同２００円を加算（下表参照）

□ 計算と納入方法

キロ数は、移送車両のメーターで確認し、料金は後日請求して口座

振替納付を依頼

□ 予約申し込み制

できる限り２日前に予約を依頼

＜料 金 表＞

（片道の金額）

～与謝野町社会福祉協議会～

距 離 料 金 距 離 料 金

４ｋｍ以下 ６００円 １８ｋｍ以下 ２，０００円

６ｋｍ以下 ８００円 ２０ｋｍ以下 ２，２００円

８ｋｍ以下 １，０００円 ２２ｋｍ以下 ２，４００円

１０ｋｍ以下 １，２００円 ２４ｋｍ以下 ２，６００円

１２ｋｍ以下 １，４００円 ２６ｋｍ以下 ２，８００円

１４ｋｍ以下 １，６００円 ２８ｋｍ以下 ３，０００円

１６ｋｍ以下 １，８００円 ３０ｋｍ以下 ３，２００円



事務所と配車状況

１ 本所及び支所

（１） 本所

（２）各支所

２ 自動車の数及びその種類

スロープ付き５台、回転シート２台

名 称 位 置

社会福祉法人与謝野町社会福祉協議会 京都府与謝郡与謝野町字幾地９０８番地

名 称 位 置 電話番号

加悦支所 京都府与謝郡与謝野町字加悦798番地1 0772-42-7553

岩滝支所 京都府与謝郡与謝野町字岩滝2272番地1 0772-46-5556

野田川支所 京都府与謝郡与謝野町字幾地908番地 0772-43-0294

事業所名 種 類 車名 乗車定員 装置の種類

加悦支所 軽自動車 ダイハツアトレー ４名 スロープ付

加悦支所 軽自動車 スズキエブリー ４名 回転シート

岩滝支所 軽自動車 ダイハツアトレー ４名 スロープ付

岩滝支所 軽自動車 ダイハツムーブ ４名 スロープ付

岩滝支所 軽自動車 スズキワゴンＲ ４名 回転シート

野田川支所 普通車 ステップワゴン 7名 スロープ付

野田川支所 軽自動車 ホンダＮ―ＢＯＸ ４名 スロープ付

野田川支所 軽自動車 三菱EKワゴン ４名 －



自家用有償旅客運送者の名称

加　悦 岩　滝 野田川 合計 加　悦 岩　滝 野田川 合計

７　級 0

６　級 0 軽　　度 0

５　級 0 中　　度 0

４　級 1 1 重　　度 0

３　級 1 2 3 療　育　A 0

２　級 1 1 2 療　育　B 2 1 4 7

１　級 1 3 4 8 合　　計 2 1 4 7

4 3 7 14 前年度 5

前年度 15

３　　級 1 1

要支援１ 13 16 31 60 ２　　級 1 1

要支援２ 18 21 38 77 １　　級 0

31 37 69 137 合　　計 1 0 1 2

前年度 129 前年度 2

　そ　　の　　他

要介護１ 8 15 25 48 肢体不自由 1 1

要介護２ 8 10 16 34 内部障害 1 1

要介護３ 2 2 5 9 そ　の　他 0

要介護４ 1 2 3 合　　計 1 1 2

要介護５ 3 1 4 前年度 2

19 30 49 98

前年度 106

260 （前年： 259

登録会員の状況　

与謝野町社会福祉協議会

令和7年3月末現在

事業所名 事業所名

　身体障害者    その他の障害を有する者

　知　的　障　害　者

合　　計

　精　神　障　害　者

　要支援認定者

　　合　　計

　要介護認定者

合　　計

総合計（人） ）



加悦支所

岩滝支所

野田川支所

計

（単位：回）

支所別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 令和５年度

加悦支所 71 69 62 80 75 65 82 80 87 77 78 74 900 899

岩滝支所 85 89 73 90 80 60 82 83 63 67 81 86 939 1,105

野田川支所 157 206 192 142 121 144 185 156 163 182 182 179 2,009 1,730

計 313 364 327 312 276 269 349 319 313 326 341 339 3,848 3,734

順

1氏 ⇒

2氏 ⇒

3氏 ⇒

順 順

1氏 1氏

2氏 2氏

3氏 3氏

加悦 岩滝 野田川 計 加悦 岩滝 野田川 計

507 860 1,040 2,407 529 950 880 2,359

370 77 941 1,388 344 139 823 1,306

23 2 26 51 26 16 25 67

0 0 2 2 0 0 2 2

900 939 2,009 3,848 899 1,105 1,730 3,734

１）登録者数など （単位：人／ｋｍ）

登録者数 延利用者数 運行キロ数

R７年３月末 R６年３月末 R７年３月末 R６年３月末 R７年３月末 R６年３月末

57 60 475 490 6,048 5,719

72 76 487 572 2,609 3,473

131 123 1,105 929 14,919 12,473

260 259 2,067 1,991 23,576 21,665

２）利用回数（片道＝１回）

３)長距離利用者状況（R６年4月～R７年3月）

距離（km） 経　　　路 片道利用料（円）

29.3 岩屋 久美浜病院 3,400

18.3 幾地 弥栄病院 2,200

18.2 下山田 弥栄病院 2,200

４）月間最多利用回数と当該利用料(同) ５）月額最多利用料(同）

回数（片道） 利用料（円） 利用目的 金額（円） 利用目的

38 50,600 通院 50,600 通院

26 46,800 透析 46,800 通院

22 40,200 透析 40,200 通院

６）利用金額区分別利用回数（同）

R６年度 R５年度

600円～1,000円未満

1,000円～2,000円未満

2,000円～3,000円未満

3,000円以上

合　　　計

令和６年度福祉有償運送事業実績報告書

支所別

区　　　分



社会福祉法人与謝野町社会福祉協議会通院移送サービス事業実施要綱

(趣旨)

第 1条 この要綱は、社会福祉法人与謝野町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が身

体的理由等により公共交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者及び障害者に対

して、医療機関への通院等の利便を図ることを目的として、移送用車両により送迎を

行う事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第 2条 事業の内容は、移送用車両により利用者の居宅と医療機関等との間を送迎するも

のとする。

(利用対象者)

第 3条 事業の利用対象者は、与謝野町内に住所を有し、家庭等において外出の確保が困

難な者であって、次の要件を満たす者とする。

(1) 社協の本事業にあらかじめ登録した会員及びその付添人

(2) 次の各号のいずれかに該当する者であって、日常の外出において単独では公共交通

機関の利用が困難な者

① 介護保険法（平成 9年法律第 123 号）第 7条第 3項にいう「要介護者」及び第 4項

にいう「要支援者」

② 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）に基づき身体障害者手帳の交付を受

けている者で、次のいずれかに該当する者

ア 視覚の障害程度が１級又は２級の者

イ 下肢又は移動の障害程度が 1級又は 2級の者（一上下肢の障害程度が１級又は２

級の者で、一下肢の障害程度が 3級の者を含む。）

ウ 体幹の障害程度が 1級の者

③ 概ね６５歳以上の者で、肢体不自由若しくは内部障害（人工血液透析を受けている

場合を含む。）又は精神障害若しくは知的障害等により単独での歩行が困難な者であ

って①又は②に該当しない者

(3) その他、社協会長(以下「会長」という。)が必要と認める者

(利用区域)

第 4条 事業の利用区域は、次のとおりとする。

(1) 与謝野町、宮津市及び京丹後市の区域

(2) その他必要に応じて会長が特に認める区域

(登録申請等)

第 5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、外出支援サービス登録

申請書(以下「申請書」という。)を会長に提出しなければならない。

2 会長が申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するととも

に、申請者に通知するものとする。

3 事業の利用の決定を受けた者は、会員(以下「利用者」という。)として会員台帳に

登載するものとする。

(届出の義務)

第 6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに会長に届け出なけれ

ばならない。

(1) 住所を変更したとき

(2) 事業を受ける必要がなくなったとき

(3) 第 3 条の要件に該当しなくなったとき

(登録の取消し)



第 7条 会長は、利用者が事業運営上の必要な指示に従わないときは、登録を取り消すこ

とができる。

(利用料金等)

第８条 利用料金は、運行距離４ｋｍまでを６００円とし、４ｋｍを超える分は２ｋｍ以

内ごとに２００円を加算するものとする

２ 有料道路通行料金及び有料駐車場等使用料金の実費は、利用者がその都度負担するも

のとする。

３ 利用料金は、月の初日から末日までをまとめて翌月の２０日までに利用者が指定する

金融機関から引き落とすものとする。

（車両の表示等）

第９条 使用車両については、道路運送法第 80 条第１項に基づく許可を受けた車両である

ことを表示するものとする。

（運転者）

第 10 条 運転者は、普通第二種免許を有する者又は次の各号を満たし、十分な運転の能力

と経験を有すると認められる者とする。

(1) 普通第一種免許を取得後、３年以上が経過し、直近の３年間に運転免許停止処分を

受けていないこと。ただし、事業の運転者として従事の間に運転免許停止処分を受け

た場合において、運行管理責任者が必要な安全運転教育等を行うことによって、安全

運行が確保できると認められる場合はこの限りでない。

(2) 本事業の運転者として、必要な研修を修了した者であること。

２ 運転者の定年は、満７２歳の誕生月の月末とする。

（運行管理体制）

第 11 条 事業の安全、円滑な運行のため、運行管理責任者を置くとともに運行管理体制を

定めるものとする。

（運行時間等）

第 12 条 運行時間は、月曜日から金曜日（ただし、１２月２９日から翌年の１月３日及び

祝日を除く。）までの８時３０分から１７時までを原則とする。

（運行予約）

第 13 条 運行予約の受付けは、原則として希望する日の２日前までとする。

（補償）

第 14 条 事故による利用者及び運転者への補償は、社協が加入した保険の補償の範囲内を

原則とする。

(その他)

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、会長が別に

定める。

附 則

１ この要綱は、平成 1８年４月１日から施行する。

２ この要綱施行前に加悦町、岩滝町及び野田川町外出支援サービス事業の登録決定を受

けた者は、要綱第３条に規定する利用対象者とみなす。

３ この要綱は、平成２０年８月８日から施行する。

４ この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。

５ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。


